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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２５年１０月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１１月１２日 １６時５０分ごろ 

発生場所 東京都江東区辰巳の森海浜公園東岸付近 

江東区所在の東京木材投下泊地防波堤西灯台から真方位０００°

３,８９０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３９.２′ 東経１３９°４９.０′） 

事故調査の経過  平成２５年３月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 引船 第十一栄進
えいしん

丸、１９トン 

２３０－３２８５２東京、有限会社栄進興業 

１４.７１ｍ（Lr）×４.３２ｍ×２.１２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、不詳 

Ｂ 土運船 東京２１、不詳（３００ｍ3積み） 

なし、山陽造船企業株式会社、有限会社栄進興業（船舶借入

人） 

３５.００ｍ×９.５０ｍ×２.８０ｍ、鋼 

機関なし、平成１１年 

Ｃ 警戒船兼交通船 ベイキャメル、１８.０９トン 

２４３－２３３７東京、個人所有 

１１.７９ｍ（Lr）×３.９２ｍ×１.５１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２０５.９４kＷ、昭和５０年９月 

Ｄ 警戒船兼交通船 第八でんでん、５トン未満 

２３２－７２９６東京、個人所有 

１１.１５ｍ（Lr）×２.７５ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２３５.３６kＷ、昭和５０年２月 

Ｅ 警戒船兼交通船 第一でんでん、１２トン 

２５０－１０７９３東京、個人所有 

１１.３５ｍ（Lr）×３.７４ｍ×２.０８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、３３０.９８kＷ（合計）、昭和５５年６

月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４１歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１３年５月２４日 

免許証交付日 平成２３年５月１２日 

（平成２８年５月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 

Ｃ 両舷ブルワーク、上甲板及び船側外板等の一部亀裂 

Ｄ 両舷ブルワーク、上甲板及び船側外板等の一部亀裂、操舵室の一

部圧壊 

Ｅ 両舷ブルワーク、上甲板及び船側外板等の一部亀裂、操舵室の一

部圧壊 

事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、貨物倉に土砂を約２００ｍ3 積

み込んで甲板員１人が乗船したＢ船をえい
．．

航し、辰巳の森海浜公園東

岸付近の係留地（以下「本件係留地」という。）に向けて西進した。 

船長Ａは、本件係留地東方の夢の島大橋を通過後、速力を徐々に落

とし、曙運河に沿って南北に架けられたＪＲ京葉線の橋りょうを通過

する辺りで主機をアイドリング運転の回転数毎分約６００まで下げ

た。 

船長Ａは、ＪＲ京葉線の橋りょうを通過する際、操舵室の天井の開

口部から顔を出してＢ船の方を見たところ、いつもは張っているえい
．．

航索がたるんでいたので、Ｂ船の前進行きあしが速いことに気付い

た。 

船長Ａは、Ｂ船が本件係留地手前の回頭のできる水域を航行中だっ

たので、Ｂ船を変針させようかと思案したが、Ｂ船の前進行きあしが

速く、変針すれば、えい
．．

航索を破断させる虞があると思い、Ｂ船の前

進行きあしが止まってから反転させることにして航行を続けた。 

Ａ船は、Ｂ船の前進行きあしがまだ速かったが、護岸に向首して近

づいたので、Ｂ船を反転させようとしてＢ船をＢ船の左舷後方に向け

て引いた。 

Ｂ船は、大きく左に回頭を行い、平成２４年１１月１２日１６時５

０分ごろ、本件係留地付近において、Ｂ船の船首部と係留中のＣ船の

右舷船側部とが衝突し、その反動により、Ｃ船の左舷船側部とＣ船の

左舷側に並列して係留中のＤ船の右舷船側部とが、更にＤ船の左舷船

側部とＤ船の左舷側に並列して係留中のＥ船の右舷船側部とがそれぞ

れ衝突した。 

船長Ａは、会社に衝突の連絡をした後、Ｂ船を本件係留地に係留し

た。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 
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 その他の事項 Ａ船は、平甲板の引船であり、船首寄りから操舵室、機関室囲壁及

びえい
．．

航用ビットの順で配置されていた。 

Ｂ船は、非自航の全開式鋼製土運船であり、舵、錨等がなかった。 

えい
．．

航索は、直径３８mm、長さ約２５ｍのＹ字型の合成繊維索であ

り、単索側をＡ船の船尾部のえい
．．

航用ビットに、股索側をＢ船の船首

部のビット２本にそれぞれ掛けて使用されていた。 

Ａ船はＧＰＳ等の速力を表示する装置がなく、船長Ａは、専ら主機

関の回転数及び周囲の状況から、速力を判断していた。 

船長Ａは、いつも、本件係留地にＢ船を出船状態で着岸させてい

た。 

船長Ａは、本件係留地に向けてＢ船をえい
．．

航する場合、いつも、夢

の島大橋とＪＲ京葉線の橋りょうの間でＡ船を減速させてＢ船の前進

行きあしを調整していた。 

本事故発生時には、本件係留地付近にＡ船の航行を妨げる船舶はい

なかった。 

船長Ａは、本事故を振り返り、勤務時間が１７時までであり、１７

時前には着岸したかったので、自分ではいつもどおりの操船をしてい

たつもりであったが、夢の島大橋とＪＲ京葉線の橋りょうの間でＡ船

を減速させる時期が遅れたのかもしれないと思った。 

船長Ａは、約７年間Ａ船の船長として乗船していた。 

本件係留地は、辰巳の森海浜公園東岸付近の護岸から沖に向かって

延びる３本の桟橋のうち、中央の桟橋の先端付近の北側にあり、Ｃ

船、Ｄ船及びＥ船は、本件係留地の護岸寄りに船首を護岸に向けて並

列で係留していた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし、Ｅ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし、Ｅ なし 

Ａ なし、Ｂ なし、Ｃ なし、Ｄ なし、Ｅ なし 

Ｂ船はＡ船にえい
．．

航されて本件係留地北側を西進中、船長Ａが、い

つもより前進行きあしの速いＢ船を反転させようとし、Ｂ船をＢ船の

左舷後方に向けて引いたことから、Ｂ船が左に回頭して船首部と係留

中のＣ船の船側部とが衝突し、その反動により、Ｃ船の左舷船側部と

Ｃ船の左舷側に並列して係留中のＤ船の右舷船側部とが、更にＤ船の

左舷船側部とＤ船の左舷側に並列して係留中のＥ船の右舷船側部とが

それぞれ衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、本件係留地付近に航行を妨げる船舶がおらず、また、本

件係留地へ１７時前には着岸したいと思っていたことから、Ｂ船の行

きあし調整が適切でなかった可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、減速する手段を持っておらず、前進行きあしを減じること

ができなかったものと考えられる。 
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原因 本事故は、Ｂ船がＡ船にえい
．．

航されて本件係留地北側を西進中、船

長Ａが、いつもより前進行きあしの速いＢ船を反転させようとし、Ｂ

船をＢ船の左舷後方に向けて引いたため、Ｂ船が左に回頭して係留中

のＣ船に衝突し、その反動により、Ｃ船、Ｄ船及びＥ船とがそれぞれ

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・えい
．．

航船は、被えい
．．

航船が非自航の場合、行きあし調整を早期

に、かつ、慎重に行い、過大な行きあしとならないように留意す

ること。 


